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指定通所介護「デイサービス」重要事項説明書 
 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（宮城県指定 第 0472800457 号） 

 

 当事業者は、お客様に対して指定通所介護サービスを提供いたします。事業所の概要や、

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明いたします。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対

象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも、サービスの利用は可能で

す。 

 

１．事業者 
 

事業者名称 社会福祉法人色麻町社会福祉協議会 

法人所在地 宮城県加美郡色麻町四竈字杉成 27 番地 2 

法人の種別 社会福祉法人 

代 表 者 名 会長 浅野幸夫 

電 話 番 号 0229-65-2260 FAX 0229-66-1713 

設立年月日 昭和 60 年 2 月 26 日 

 

２．事業所概要 

事業所の種類 指定通所介護事業所 （平成 18 年 4 月 1 日指定） 

事業の目的 

指定通所介護は、介護保険法令に従い、お客様が居宅に

おいて、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日

常生活を営むことが出来るように支援することを目的

として、サービスを提供します。 

運営方針 

１.当事業所の通所介護員は、お客様の有する能力に応

じ自立した生活が営め、日常生活の世話及び機能訓

練を行い、お客様の心身の機能の維持並びにお客様

家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとし

ます。 

２.事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介

護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスと

の綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努め

ます。 

代 表 者 名 会長 浅野幸夫 

事業所の名称 色麻町デイサービスセンター 

設立年月日 昭和 60 年 2 月 26 日 
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事業所の所在地 色麻町四竈字杉成 27 番地 2 

電話番号 電話 0229-65-5678  FAX 0229-66-2152 

事業所長（管理者） 保科 知子 

開設年月日 平成 18 年 4 月 1 日 

通常の実施地域 色麻町、加美町、大衡村、大崎市 

営業日 月曜日~土曜日 

休業日 日曜日、年末年始（12/31～1/3） 

営業時間 
8：00~18：00 

ただし、窓口業務は 8：30~17：30 とします。 

利用時間 

9：00-16：15 

ただし、特別の事情があると認めた時は、利用時間を変

更することができます。 

利用定員 34 名 
 
 

３．職員の体制 
 
当事業所では、お客様に対して通所介護サービスを提供する職員として、別表 1 のとお

り職員を配置しています。 

 

４．当事業所が提供できるサービスと利用料金等 
 
指定通所介護の内容は次のとおりとし、指定通所介護を提供した場合の利用料の額は厚

生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであ

るときは、各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとします。 
 

(1)  サービス内容 

送迎 
リフト付車輌なので、車椅子の方も安心して利用できま

す。 

健康チェック 看護職員による健康確認（体温・脈・血圧）。 

入浴 
その方の身体状態にあわせた入浴が可能です。（一般

浴・特浴 2 台・個別浴・シャワー浴） 

食事提供 

栄養士によるバランスのとれた食事を提供します。その

方にあわせた調理法（お粥・キザミ食・ミキサー食）も

あるので安心です 

レクリエーション 
日常の生活訓練やゲームを中心に楽しい時間を過ごし

ます。 

リハビリ 
現在の機能維持のための機能訓練をすることができま

す。 

口腔ケア 
食後、口の中をきれいにするお手伝いをします。（入れ

歯洗浄・口すすぎ・歯みがき） 
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ケア 排泄等のお手伝いをします。 

連絡帳 連絡帳により 1 日の様子、状態をお知らせします。 

 

 
 

(2)  利用料金 

当事業所では、通所介護計画に沿って、送迎・食事提供・入浴介助・機能訓練・そ

の他必要な介護を行います。お支払いしていただく料金の単価は、別表 2 のとおりで

す。 

なお、当事業所の基本所要時間は 7 時間以上 8 時間未満です。 

 

■ お客様は、サービスを受ける際に、被保険者証を提示する義務があります。 

■ お客様に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービ

ス計画(ケアプラン)がある場合には、それを踏まえた通所介護計画に定められま

す。 

■ サービスの計画は、親切丁寧に行い、わかりやすいように説明します。もしわから

ない事があったら、いつでも通所介護員に遠慮なく質問してください。 

■ お客様がまだ要介護認定を受けていない場合には、介護認定が決定次第、サービス

利用料金の金額をお支払い頂きます。 

■ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、お客様の負

担額を変更します。 

 

(3)  サービス利用料の支払い方法（振り込み・自動引き落とし） 

サービス利用料は、1 ヶ月毎に計算し、ご請求しますので、請求した月の 25 日ま

で以下の方法でお支払いください。 
 
① お客様の指定口座からの自動引き落とし 

１.加美よつば農業協同組合 各支店 

２.七十七銀行 本支店 

３.ゆうちょ銀行（郵便局）各局 

② 下記金融機関の指定口座への振り込み 

１.加美よつば農業協同組合 加美支店〔振込手数料は無料〕 

２.七十七銀行 中新田支店〔振込手数料はお客様負担〕 

３.色麻郵便局〔振込手数料はお客様負担〕 

 

(4)  利用の中止、変更、追加 

○ 利用予定日の前に、お客様の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変

更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、

サービスの実施日の前営業日正午まで当事業所に申し出ください。 

○ サービスご利用の変更は、担当の介護支援専門員とご相談の上ご連絡ください。 

○ 利用予定日の送迎予定時間までに、キャンセルのご連絡がなかった場合、キャン

セル料として下記の金額をお支払い頂く場合があります。但し、お客様の体調

不良等、正当な事由がある場合は、この限りではありません。 
 

利用予定日の送迎予定時間までに申し出がなかった場合 400 円 
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５．サービスの利用に関する留意事項 
 

(1)  送迎時刻を連絡いたします。交通渋滞等により多少時間が前後することがあ

りますが、ご了承ください。 

(2)  体温 37.5 度以上または他のお客様に感染する恐れがある場合には、ご利用を

中止させていただきます。 

(3)  毎回、体温・脈拍・血圧等を測定させていただきますが、体調が思わしくな

い場合は速やかにお申し出ください。 

(4)  体調確認後、サービス利用が困難と判断した場合は、入浴等のサービスの中

止あるいは変更させていただく場合があります。 

(5)  お客様は、医師の診断や日常生活上の留意事項、当日の健康状態を職員に連

絡し、心身の状況に応じた利用をします。 

(6)  医療施設の入院や他サービス利用、自宅療養で当事業所のご利用が 1 ヶ月な

い場合には利用中止させていただきます。 

(7)  食品や自己服薬する以外の医薬品、現金の持ち込みはお断りさせていただき

ます。現金を持ち込んで紛失した場合責任を負いかねます。 

(8)  当事業所内でお客様同士の金品のやりとりはお断りさせていただきます。こ

の行為が続く場合にはご利用を中止させていただくこともあります。 

(9) お客様は、故意又は重大な過失等により、事業所の施設及び備品等に損害を

与えた場合には、その損害を賠償するものとします。 

(10) お客様は、通所介護員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような行為をして

はならないものとします。 

 

６．秘密保持、個人情報の利用について 
 

(1)  当事業者及び従業員は、正当な理由がない限り、その業務上知り得たお客様

又はお客様の家族の秘密を漏らしません。 

(2)  当事業者は、その従業員が退職後、在職中知り得たお客様又はお客様の家族

の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。 

(3)  利用者の個人情報の取り扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報

を用いる場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、誠実に対

応します。 

(4)  事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族

の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ない

限り、サービス担当者会議や、ケアマネジャー又は介護サービス事業所との

連絡、その他必要な調査等において、利用者又は利用者の家族の個人情報を

用いません。 

 

７．苦情解決について 
 

(1) 苦情受付（事業所） 

お客様からの相談・苦情等に、担当者及び職員が常時対応できるようにするとと

もに、苦情内容に応じて他の機関との調整が必要な場合には適切な対応をしていき
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ます。 

○ 受 付 窓 口 色麻町デイサービスセンター 

○ 担 当 者 （苦情解決責任者） 矢野 誉丈 

  （苦情受付担当者） 保科 知子 

○ 受 付 時 間 毎週月曜日～土曜日 8：30～17：30 

○ 電 話 番 号 (直通)0229-65-5678／0229-66-1700（内線 19・34） 

○ F A X 番 号 0229-66-2152 

 

(2) 第三者委員 

当事業所では、地域にお住まいの以下の方を第三者委員に選任し、地域住民の立

場から当事業所のサービスに対するご意見などをいただいています。お客様は、当

事業所への苦情やご意見は「第三者委員」に相談することもできます。 

 

<第三者委員> 

氏  名 住  所 連絡先 電話番号 

佐 藤  陽 子   

早 坂  ふき子   

伊 藤  和子   

板 垣  たみ子   

佐々木 政美   
 

(3) 行政機関その他苦情受付機関 

お住まいの行政機関及び宮城県国民健康保険団体連合会においても苦情の申し出

ができます。 
 

色麻町保健福祉課 

所 在 地：色麻町四竈字杉成 27-2 

電 話 番 号：66-1700 

ＦＡＸ番号：66-1717 

受付日・時間：月曜日～金曜日 8：30～17：15 

但し、祝祭日・12 月 29 日～1 月 3 日を除く。 

 

加美町保健福祉課 

所 在 地：加美町字西田 4 番 7-1 

電 話 番 号：63-7872 

ＦＡＸ番号：63-7873 

受付日・時間：月曜日～金曜日 8：30～17：15 

但し、祝祭日・12 月 29 日～1 月 3 日 
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大衡村保健福祉課 

所 在 地：黒川郡大衡村字平林 62 

電 話 番 号：022-345-0253 

ＦＡＸ番号：022-345-6630 

受付日・時間：月曜日～金曜日 8：30～17：15 

但し、祝祭日・12 月 29 日～1 月 3 日 

 

大崎市三本木綜合

支所 市民福祉課 

所 在 地：大崎市三本木字大豆坂 24-3 

電 話 番 号：0229-52-2114 

ＦＡＸ番号：0229-52-5844 

受付日・時間：月曜日～金曜日 8：30～17：15 

但し、祝祭日・12 月 29 日～1 月 3 日 

 

大崎市高齢介護課 

所 在 地：大崎市古川七日町 1-1 

電 話 番 号：0229-23-6125 

ＦＡＸ番号：0229-23-2418 

受付日・時間：月曜日～金曜日 8：30～17：15 

但し、祝祭日・12 月 29 日～1 月 3 日 

 

宮城県国民健康保

険団体連合会 

(介護保険課苦情相

談窓口) 

所 在 地：仙台市青葉区上杉 1-2-3 

電 話 番 号：022-222-7700 

ＦＡＸ番号：022-222-7260 

受付日・時間：月曜日～金曜日 9：00～16：00 

但し、祝祭日・12 月 29 日～1 月 3 日を除く。 

 

８．利用者等の意見を把握する体制、第３者評価実施状況について 

（1）利用者の意見を把握する取組の状況   あり 

（2）第三者による評価の実施状況      なし 

 

９．緊急時の対応について 
 

通所介護員等は、通所介護サービスを実施中に、お客様の病状に急変、その他緊急事

態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報

告します。 

 

１０．事故発生時の対応について 
 

(1)  当事業者は、お客様に対する通所介護サービスの提供に伴って事故が発生し

た場合には、速やかに関係市区町村及びお客様の家族、居宅介護支援事業者

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

(2)  当事業者は、通所介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合

には、損害賠償を速やかに行います。 
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11.虐待の防止について 

 （1）当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止する為、対策を検討する委員会

の開催、指針の整備、従事者に対する虐待の防止のための研修の実施、担当者の

設置を行います。 

 （2）当事業所は、サービス提供中に従業者又は養護者（利用者の家族等）による

虐待を受けたと思われる利用者を発見した際は、速やかに市町村に通報します。 

 

12.身体拘束について 

（1）事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。 

（2）事業所は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

13. 業務継続計画について 

（1）事業所は、感染症や非常災害の発生時に、利用者に対する指定居宅介護支援

の提供を継続的に実施するための及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため
の計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

（2）事業所は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を実施します。 

（3）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行います。 

 

 

14.ハラスメントへの対応について 

 （1）事業所は、あらゆるハラスメントに対して下記の行為がみられた場合には、 

状況により介護サービス提供の見直しや変更を行います。尚、ハラスメントには 

利用者や家族からの行為も含まれます。 

  1.暴言、威圧的及び性的な言動、人格を否定する発言 

  2.業務の範囲を超える過度又は不当な要求 

  3.合理性を欠く長時間の拘束や執拗な要望やクレーム 

  4.その他、職員の就業環境を著しく害する行為 

 （2）事業所は、職員が安心して相談できる相談体制を整備し、職員研修や対応マニュア

ルを整備して、必要に応じて関係機関等と連携しながら対応するものとする。 

  (3）事業所は、ハラスメントが発生した場合、複数名による対応、事実関係の記録、管

理者への報告等を行い状況に応じて適切な対応を行います。 

 

 

指定通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いまし

た。 
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     令和  年  月  日  

説 明 者 

 色麻町デイサービスセンター 

               ㊞ 

 

私は、本書面に基づいて当事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービスの

提供開始に同意しました。 

 お 客 様 氏 名           ㊞  

 署名代行者 氏 名           ㊞（お客様との関係：    ） 

 

 

 

令和 8 年 4 月 1 日改定 
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（別表 1） 

職務内容 

職  種 員  数 職務内容 

１.管理者 
1名 

常勤専従 

事業所の従業者の管理及び業務の管

理を一元的に行う。 

２.生活相談員 
2名以上 
（介護職員兼務） 

①利用者及びその家族の日常生活等

に係る相談及び助言に関すること。 

②通所介護計画の作成等に関するこ

と。 

③介護事業に係る関係市町村、地域の

保健・医療、福祉サービス業者との連

絡調整に関すること。 

④その他指定通所介護の提供に係る

総括事項に関すること。 

３.介護職員 
6名以上 
（生活相談員兼務） 

通所介護計画に基づく利用者の機能

訓練及び日常生活を営む上で必要な

介助に関すること。 

４.看護職員 
2名以上 
（機能訓練指導員兼務） 

①利用者の健康管理及び保健衛生の

維持に関すること。 

②利用者及びその家族の日常生活の

医療相談及び指導に関すること。 

５.機能訓練指導員 
2名以上 
（看護職員兼務） 

機能訓練の指導に関すること。 

６.運転手 1名以上 利用者の送迎（運転）業務を行う。 

７.調理員 1名以上 給食業務に従事する。 
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（別表 2） 

利用料金 
① 基本料金（通常規模通所介護‥基本所要時間は 7 時間以上 8 時間未満） 
 

所要時間 介護度 利用料金 支払額（1割） 

3 時間以上 

4 時間未満 

要介護 1 

要介護 2 

要介護 3 

要介護 4 

要介護 5 

 

3,700 円 

4,230 円 

4,790 円 

5,330 円 

5,880 円  

 

370 円 

423 円 

479 円 

533 円 

588 円 

4 時間以上 

5 時間未満 

要介護 1 

要介護 2 

要介護 3 

要介護 4 

要介護 5 

3,880 円 

4,440 円 

5,020 円 

5,600 円 

6,170 円 

388 円 

444 円 

502 円 

560 円 

617 円 

5 時間以上 

6 時間未満 

要介護 1 

要介護 2 

要介護 3 

要介護 4 

要介護 5 

5,700 円 

6,730 円 

7,770 円 

8,800 円 

9,840 円 

570 円 

673 円 

777 円 

880 円 

984 円 

6 時間以上 

7 時間未満 

要介護 1 

要介護 2 

要介護 3 

要介護 4 

要介護 5 

5,840 円 

6,890 円 

7,960 円 

9,010 円 

10,080 円 

584 円 

689 円 

796 円 

901 円 

1,008 円 

7 時間以上 

8 時間未満 

要介護 1 

要介護 2 

要介護 3 

要介護 4 

要介護 5 

6,580 円 

7,770 円 

9,000 円 

10,230 円 

11,480 円 

658 円 

777 円 

900 円

1,023 円 

1,148 円 

8 時間以上 

9 時間未満 

要介護 1 

要介護 2 

要介護 3 

要介護 4 

要介護 5 

6,690 円 

7,910 円 

9,150 円 

10,410 円 

11,680 円 

669 円 

791 円 

915 円 

1,041 円 

1,168 円 

 
＊1 延長料金：9 時間以上 10 時間未満で 50 円 

＊2 2 時間以上 3 時間未満の利用は、4 時間以上 5 時間未満料金の 70％の料金 

 



11                

②加算料金 
 

種 別 加 算 料 金 支払額（1割） 

入浴介助加算 
入浴介助を行なった場合 

1 回あたり 
400 円 40 円 

サービス提供体制

強化加算（Ⅱ） 
利用 1 回あたり 180 円 18 円 

中重度者ケア体制

加算 
利用 1 回あたり 450 円 45 円 

介護職員等処遇改

善加算（Ⅲ） 
費用総額に対して、8.0％を加算 1 割 

 

 

③減算料金 
 

種 別 減 算 料 金 支払額（1割） 

通所介護送迎減算 
送迎を行わない場合 

片道あたり 
470 円 47 円 

 

 

④実費（介護保険適用外） 
 

食費 1 食あたり 700 円 

キャンセル料 1 回あたり 400 円 

連絡帳ファイル 再発行 1 冊あたり 200 円 

連絡帳ケース 再発行 1 つあたり 200 円 

 

 

※一定以上の所得がある方については、所得に応じての利用者負担額となります。 

（行政より送付される負担割合証に記載されております。） 

 

 


